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〔８月６日 第１５回平均賃上げ集計〕 

参 加２５６組合 

妥 結１４９組合 

組合

数 

回答妥結 昨年妥結

額 率 額 率

妥結集計加重平均 ９４ 5342 2.16 5496 2.20

 
〔８月６日第１５回平均賃上げ集計 従業員規模別〕 

従業員規模 組合数 ２０１５春闘 ２０１４春闘

３００人以上 36 5538 2.17 5699 2.25 

２９９人～１００人 27 4067 2.10 3729 1.70 

９９人以下 31 3379 1.63 3159 1.50 

全石狩地域闘争委員会は８月６日第１５回賃

金集計を実施しました。札幌地域労組から日本

除雪機・前田電機などの交渉状況が寄せられま

した。8 月 6 日現在の交渉参加組合は 256 組合

（全自交労連別途 13 組合）・妥結組合は 94 組

合となりました。全体の加重平均では 5,342 円

(2.16%)と昨年を 154 円、0.01P 下回りました

が従業員別の妥結状況では従業員299人～100
人までの労働組合では 4067 円（2.10％）と昨

年を 338 円 0.4Ｐ上回り、従業員 99 人以下の

労働組合では 3379 円（1.63％）と昨年を 220
円 0.13Ｐ上回る結果となっています。地場中

小労組奮闘が光ります。ガンバロー！ 

労働者派遣法改定案は６月１９日に衆議院で可決さ

れ、参議院で９月８日から審議が開始されています。

しかし、実施審議はなく改定案で定める施行日９月１

日を９月３０日に変更するという調整を政府・与党は

始めました。これは法案の修正であり本来であれば説

明し答弁を求めるということになります。政府与党は

この手続を相当簡略してしまう様相が強く、その背景

には民主党政権時に成立した「労働契約申込みなし制

度」の１０月１日に施行があります。派遣先が違法な

働き方をさせた場合直接雇用する申込があったとみ

なす制度です。審議中の改定案は企業の派遣労働者受

け入れ期間制限を撤廃する制度であり、派遣先への直

接雇用はなくなります。低賃金派遣労働の固定化につ

ながります。何としても廃案にもちこみましよう! 
 

全道キャラバンで派遣法改定案廃案を訴える

連合石狩地協山本副事務局長 


